
株式会社東京証券取引所

２ ０ ２ ０ 年 ２ 月 ７ 日

株式会社 東京証券取引所

上 場 部

上場廃止に係る猶予期間の変更について

下記のとおり、上場廃止に係る猶予期間を変更しましたので、お知らせします。

記

１．銘  柄 株式会社デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 株式

（コード：４５７６、市場区分：ＪＡＳＤＡＱグロース）

メディシノバ・インク 株式

（コード：４８７５、市場区分：ＪＡＳＤＡＱスタンダード（外国株））

２．猶 予 期 間 ２０１９年１月１日（火）から２０２０年１２月３１日（木）まで

（変更前２０１９年１月１日（火）から２０１９年１２月３１日（火）まで）

３．理  由 株式会社デ・ウエスタン・セラピテクス研究所及びメディシノバ・インクは最近４連結

会計年度（２０１５年１２月期から２０１８年１２月期まで）における営業利益及び営業

活動によるキャッシュ・フローの額が負であることが確認されたため、上場廃止に係る猶

予期間に入っておりましたが、本日施行された有価証券上場規程２０２０年２月７日付改

正付則第４項の規定により、上場廃止に係る猶予期間を２０２０年１２月３１日までとし

ます1。

以  上

                                                  
1 関連規則

株式会社デ・ウエスタン・セラピテクス研究所：有価証券上場規程第６０４条の４第１項第１号（同第６０４条の２第１項第２号）

メディシノバ・インク：有価証券上場規程第６０４条の３第１項第１号（同第６０４条の２第１項第２号）

東証一斉連絡



株式会社東京証券取引所

２０１９年３月２８日

株式会社 東京証券取引所

上 場 部

上場廃止に係る猶予期間入りについて

下記のとおり、上場廃止に係る猶予期間に入ることとなりますので、お知らせします。

記

１．銘  柄 株式会社デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 株式

（コード：４５７６、市場区分：ＪＡＳＤＡＱグロース）

２．猶予期間 ２０１９年１月１日（火）から２０１９年１２月３１日（火）まで

３．理  由 本日同社が提出した有価証券報告書等において、最近４連結会計年度（２０１５年

１２月期から２０１８年１２月期まで）における営業利益及び営業活動によるキャッ

シュ・フローの額が負であることが確認されたため（有価証券上場規程第６０４条の

４第１項第１号（関連規則は同第６０４条の２第１項第２号））

以  上

東証一斉連絡


